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重点番号２：都市公園に設置できる施設に関する規制緩和（国土交通省）



公
園

施
設

へ
の
「
児

童
館

」
の
追

加
に
つ
い
て

＜
提

案
募

集
検

討
専

門
部

会
か

ら
の

主
な
再

検
討

の
視

点
＞

○
施

行
令

５
条

５
項

の
教

養
施

設
に
は

社
会

教
育

関
連

施
設

が
主

に
記

載
さ
れ

て
お
り
、
こ
の

規
定

に
よ
っ
て
児

童
館

を
設

置
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
地
方
公
共
団
体
か
ら
受
け
取
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
児
童
館
の
設
置
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ

も
政

令
に
明

記
す
べ

き
で
は

な
い
か

。


「
教

養
施

設
」
に
は

、
社

会
教

育
施

設
の

他
、
教

養
の

た
め
の

幅
広

い
活

動
を
行

え
る
施

設
が

含
ま
れ

る
。

•
社
会
教
育
施
設

（図
書
館
、
陳
列
館
（博

物
館
、
美
術
館
等
））

•
動
植
物
や
自
然
環
境
と
の
ふ
れ
あ
い
、
自
然
を
い
か
し
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
施
設

•
自
然
保
護
の
意
識
や
地
域
固
有
の
動
植
物
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
環
境
教
育
の
た
め
の
施
設

•
農
業
、
芸
術
文
化
、
運
動
、
科
学
等
に
関
す
る
体
験
、
学
習
活
動
の
た
め
の
施
設

等


子

ど
も
の

健
全

な
遊

び
（
活

動
）
の

場
と
し
て
、
児

童
館

を
都

市
公

園
に
設

置
す
る
事

例
は

多
数

存
在

。

•
「
児
童
館
」
＝
児
童
に
健
全
な
遊
び
を
与
え
、
そ
の
健
康
を
増
進
し
、
又
は
情
操
を
ゆ
た
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設

※
「教

養
施
設
」の

一
覧
（施

行
令
５
条
５
項
１
号
）

植
物
園
、
温
室
、
分
区
園
、
動
物
園
、
動
物
舎
、
水
族
館
、
自
然
生
態
園
、
野
鳥
観
察
所
、
動
植
物
の
保
護
繁
殖
施
設
、
野
外
劇
場
、

野
外
音
楽
堂
、
図
書
館
、
陳
列
館
、
天
体
又
は
気
象
観
測
施
設
、
体
験
学
習
施
設
、
記
念
碑
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

※
児
童
館
で
の
活
動
と
設
備
の
例

－
豊
か
な
自
然
の
中
で
の
自
然
を
い
か
し
た
遊
び
（キ

ャ
ン
プ
等
）

－
芸
術
・体

育
・科

学
等
の
総
合
的
な
活
動
（劇

場
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
屋
内
プ
ー
ル
、
歴
史
・科

学
資
料
展
示
室
等
）

－
野
外
に
お
け
る
体
力
増
進
を
図
る
た
め
の
活
動
（広

場
、
運
動
遊
び
用
の
器
材
等
）

1
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＜
第

１
次

回
答

を
踏

ま
え
た
提

案
団

体
か

ら
の

見
解

＞

○
現

行
法

令
上

の
規

定
で
地

縁
団

体
の

会
館

施
設

を
設

置
可

能
で
あ
る
と
の

こ
と
で
あ
る
が

、
一

般
に
地

縁
団

体
の

構
成

員
が

占
有

す
る
会

館
を
、
広

く
市

民
の

利
用

に
供

す
る
こ
と
が

前
提

と
な
る
「
集

会
所

」
と
し
て
設

置
す
る
こ
と
が

可
能

で
あ
る
と
解

釈
す
る
こ
と
は

困
難

で
あ
り
、
政

令
を
改

正
し
地
縁
団
体
の
会
館
を
設
置
可
能
で
あ
る
旨
明
記
す
る
か
、

少
な
く
と
も
技

術
的

助
言

に
よ
り
そ
の

旨
を
明

確
化

す
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
と
考

え
る
。

＜
提

案
募

集
検

討
専

門
部

会
か

ら
の

主
な
再

検
討

の
視

点
＞

○
地

縁
団

体
の

会
館

設
置

に
つ
い
て
は

、
「
集

会
所

」
で
は

読
み

に
く
い
こ
と
か

ら
、
施

行
令

５
条

８
項

に
明

記
す
べ

き
で

は
な
い
か
。

公
園
施
設
へ
の
「
地
縁
団
体
の
会
館
施
設
」
の
追
加
に
つ
い
て

2


本

来
都

市
公

園
は

、
広

く
公

衆
が

自
由

に
利

用
で
き
る
空

間
で
あ
る
た
め
、

特
定

の
団

体
が

占
有

す
る
排

他
独

占
的

な
施

設
を
公

園
施

設
と
し
て
設

置
す
る
こ
と
は

不
可

。


た
だ
し
、
地

縁
団

体
の

会
館

施
設

で
あ
っ
て
も
、
一

般
の

公
衆

の
利

用
に
開

放
さ
れ

て
い
る

施
設

に
つ
い
て
は

、
「
集

会
所

」
と
し
て
設

置
す
る
こ
と
は

可
能

。

⇒
公

園
管

理
者

で
あ
る
地

方
公

共
団

体
が

、

・
当
該
地
縁
団
体
の
会
館
施
設
の
機
能
や
利
用
形
態

・
当
該
都
市
公
園
の
設
置
目
的
や
性
格

を
踏

ま
え
て
、
「
集

会
所

」
に
該

当
す
る
か

否
か

を
個

別
具

体
に
判

断
す
べ

き
。
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「
そ
の
他
都
市
公
園
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
」
の
条
例
委
任
に
つ
い
て

＜
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主
な
再
検
討
の
視
点
＞

○
本
提
案
は
都
市
公
園
に
対
す
る
地
域
の
ニ
ー
ズ
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
児
童
館
や
地
縁
団
体
の
会
館
施
設
を
公
園
に
設

置
で
き
る
施
設
と
し
て
個
別
に
政
令
に
記
載
す
る
こ
と
で
、
都
市
公
園
が
果
た
す
役
割
（
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
推
進
等
）
を
前
向
き
に

ア
ピ
ー
ル
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

○
そ
も
そ
も
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
つ
い
て
は
、
「
都
市
公
園
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
」
（
法
２
条
２
項
９

号
・
施
行
令
５
条
８
項
）
を
当
該
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
（
「
都
市
公
園
の
効
用
を

全
う
す
る
」
か
の
判
断
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
）
。

公 園 施 設 の 種 類 （ 法 ２ 条 ２ 項 ）

①
園
路
及
び
広
場

②
修
景
施
設

③
休

養
施

設

④
遊

戯
施

設

⑤
運

動
施

設

⑥
教

養
施

設

⑦
便
益
施
設

⑧
管
理
施
設

⑨
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

都
市
公
園
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設

条
例

に
よ
る
施

設
の

追
加

可
能

⇒
地

域
の

ニ
ー
ズ
に
対

応

⇒
展
望
台
、
集
会
所
、
災
害
応
急
対
策
施
設

（施
行
令
５
条
８
項
）

3

•
都
市
公
園
は
、
住
民
の
休
息
、
鑑
賞
、
遊
戯
、
運
動
そ
の
他
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
利
用
に
供
さ
れ
る
と
と
も
に
、
都
市
環
境
の

整
備
改
善
や
防
災
に
資
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
。

•
公
園
施
設
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
真
に
必
要
な
施
設
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
。

•
都
市
公
園
は
、
住
民
の
休
息
、
鑑
賞
、
遊
戯
、
運
動
そ
の
他
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
利
用
に
供
さ
れ
る
と
と
も
に
、
都
市
環
境
の

整
備
改
善
や
防
災
に
資
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
。

•
公
園
施
設
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
真
に
必
要
な
施
設
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
。

⑨
は

、
極

め
て
例

外
的

な
も
の

と
し
て
都

市
公

園
の

機
能

を
果

た
す
た
め
の

必
要

性
を
慎

重
に
判

断
し
た
上

で
、
政

令
に
個

別
に
規

定

公
園

施
設

は
、
基

本
的

に
は

①
～

⑧
の

範
囲

に
止

め
ら

れ
る
べ

き
も
の
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